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各 都 道 府 県 知 事 

政 令 指 定 都 市 長  あて 

 

国土交通省 水管理・国土保全局長 

 

 

「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく都道府県等管理河川での取組について 

 

 平成27年9月関東・東北豪雨災害を踏まえ、国土交通省では、施設では守り切れない大

洪水は必ず発生するとの考えに立ち、社会全体で洪水に備える「水防災意識社会 再構築ビ

ジョン」に基づき全国の直轄河川を対象として、減災に向けたハード・ソフト対策を一体

的、総合的、計画的に進めているところです。 

このような中、本年８月以降に相次いで発生した台風による豪雨災害では、中小河川に

おいても甚大な被害が発生しており、このような状況に鑑みると水害から命を守る「水防

災意識社会」の再構築に向けた取組をさらに加速させ、全ての地域において取組を推進し

ていくことが必要と考えています。 

つきましては、都道府県・政令指定都市の管理河川について、洪水予報河川及び水位周

知河川を中心としつつ、その他の河川についても水防災意識社会の再構築に向けた協議会

を設置し、ハード・ソフト対策を一体的、総合的、計画的に推進されるようお願いします。 

また、本取組により水防行政の運営に万全を期せられるようお願いするとともに、貴管

内の関係市町村及び関係水防管理団体にも、その旨周知お願いします。 

 なお、本通知は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十五条の四に基づ

く技術的な助言であることを申し添えます。 
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水防災意識社会再構築ビジョン

関東・東北豪雨を踏まえ、新たに「水防災意識社会再構築ビジョン」として、全ての直轄河川とその沿川市町村
（109水系、730市町村）において、平成32年度目途に水防災意識社会を再構築する取組を行う。
＜ソフト対策＞・住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実効性のある「住民目線のソフト対策」

へ転換し、平成28年出水期までを目途に重点的に実施。

＜ハード対策＞・「洪水を安全に流すためのハード対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する
「危機管理型ハード対策」を導入し、平成32年度を目途に実施。

排水門

主な対策

※ 河川堤防の決壊に伴う洪水氾濫により、
木造家屋の倒壊のおそれがある区域

各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して
減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進する。

A市

B市

C町

D市

対策済みの堤防

氾濫ブロック
家屋倒壊危険区域※

＜危機管理型ハード対策＞＜危機管理型ハード対策＞
○越水等が発生した場合でも決壊までの時
間を少しでも引き延ばすよう堤防構造を
工夫する対策の推進
いわゆる粘り強い構造の堤防の整備

天端のアスファルト等が、
越水による侵食から堤体を保護
（鳴瀬川水系吉田川、

平成27年9月関東・東北豪雨）

＜被害軽減を図るための堤防構造の工夫（対策例）＞

＜住民目線のソフト対策＞

○住民等の行動につながるリスク
情報の周知
・立ち退き避難が必要な家屋倒壊危険
区域等の公表

・住民のとるべき行動を分かりやすく示
したハザードマップへの改良
・不動産関連事業者への説明会の開催

○事前の行動計画作成、訓練の
促進
・タイムラインの策定

○避難行動のきっかけとなる情報
をリアルタイムで提供
・水位計やライブカメラの設置

・スマホ等によるプッシュ型の洪水予報
等の提供

＜洪水を安全に流すためのハード対策＞

○優先的に整備が必要な区間において、
堤防のかさ上げや浸透対策などを実施

横断図
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河川中上流部治水対策５箇年計画の推進 
 

兵庫県では、河川中上流部のうち、近年、越水による家屋や公共施設の浸水実績が

あるなど、治水安全度の低い箇所において、上下流バランスに配慮しながら、現地の

状況を踏まえた適切な治水安全度向上対策を、地域総合治水推進計画に位置づけた上

で、５箇年の緊急対策として推進する。 

 

 治水安全度向上対策【全県】 事業期間：H28～H32 年度 

事業箇所：約 50 箇所 

所要額 ：各年度約４億円（総額約 20 億円） 

 

 １ 安全度の低い箇所とは ※河川整備計画の整備区間外 

(1)越水実績がある箇所(例：家屋、病院や道路等公共施設などの浸水有) 

(2)水位局において避難判断水位を越える回数が多い箇所 

(3)氾濫予測情報で氾濫危険水位を越える回数が多い箇所 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ２ 治水安全度向上対策 
   上下流バランスに配慮した即効的対策（原則として用地買収を伴わない） 

イ．河道拡幅（河床掘削、護岸工、河道内樹木の伐採等） 
ロ. パラペットによる越水防止 

 

図-２：対策イメージ

図-１：安全度の低い箇所 

：越水実績

：水位局(避難判断水位到達)

：氾濫予測情報で
氾濫危険水位を越える

：河川整備計画の整備区間

河川整備計画 

整備区間 

水位局 

水位局 

(避難判断水位到達) 

凡 例 

越水実績 

越水実績 

氾濫予測情報で 

 氾濫危険水位を超える 

下流部 中流部 上流部 

資料９ 

Endeavor4700
長方形




